
○熊本県警察の組織に関する訓令

昭和59年3月15日

本部訓令甲第2号

熊本県警察の組織に関する訓令(昭和３７年熊本県警察本部訓令甲第２０号)の全部を改正す

る。
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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、熊本県警察の組織に関する規則(平成６年熊本県公安委員会規則第９号)第

５１条の規定に基づき、熊本県警察の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 警察本部

(次席等)

第3条 熊本県警察本部(以下「警察本部」という。)の各課及び科学捜査研究所に次席を、機動

捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊に副隊長を置く。

2 次席及び副隊長(以下「次席等」という。)は、それぞれ、警察本部の各課長、科学捜査研究

所長、機動捜査隊長、交通機動隊長、高速道路交通警察隊長又は機動隊長(以下「各課長等」

という。)を補佐し、警察本部の各課、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路

交通警察隊又は機動隊(以下「各課等」という。)の事務を処理するとともに、部下職員を指揮

監督する。

(秘書官等)

第4条 総務課に秘書官を、教養課に教養指導官及び師範を、捜査第一課に組織窃盗対策官を、

鑑識課に鑑識指導官を、科学捜査研究所に研究官及び首席研究主幹を、交通企画課に事故分析

官を、交通指導課に交通指導官、被害者連絡調整官及び交通事故鑑識官を、交通機動隊に訓練

指導官を置くことができる。

2 秘書官、教養指導官、師範、組織窃盗対策官、鑑識指導官、研究官、首席研究主幹、事故分

析官、交通指導官、被害者連絡調整官、交通事故鑑識官及び訓練指導官は、上司の命を受け、



各課等の所掌事務のうち特命事項にかかわるものを処理する。

(補佐)

第5条 各課等に課長補佐、所長補佐、隊長補佐又は通信指令官(以下「補佐」という。)を置く

ことができる。

2 補佐は、各課長等及び次席等を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(係等)

第6条 各課等に係、班、部、小隊又は分駐隊(以下「係等」という。)を置くことができる。

2 係等の名称は、別表第１のとおりとする。

(総括係長等)

第7条 係、班及び部に総括係長、係長、主任又は係員を、小隊に総括小隊長、小隊長、分隊長

又は隊員を、分駐隊に総括分駐隊長、分駐隊長、分隊長又は隊員を置くことができる。

2 総括係長、総括小隊長及び総括分駐隊長は、上司の命を受け、係等の事務を総括処理し、係

長、小隊長、分駐隊長その他の部下職員を指揮監督する。

3 係長、小隊長及び分駐隊長は、上司の命を受け、係等の事務を処理し、部下職員を指揮監督

する。

4 主任及び分隊長は、上司の命を受け、定められた事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

5 係員及び隊員は、上司の命を受け、定められた事務を処理する。

(主幹等)

第8条 各課等に主幹又は参事を、科学捜査研究所に研究主幹、研究参事又は研究員を置くこと

ができる。

2 主幹及び参事並びに研究主幹、研究参事及び研究員は、上司の命を受け、担当の事務を処理

する。

(課付等)

第9条 各課等に課付、所付又は隊付(以下「課付等」という。)を置くことができる。

2 課付等は、各課長等に直属し、下命の事務を処理する。

第10条 削除

(公安委員会事務室)

第11条 警務部総務課に公安委員会事務室を置く。

2 公安委員会事務室は、公安委員会の庶務及び警察署協議会に関する事務を行う。

3 公安委員会事務室に係を置く。

(公安委員会事務室長)

第12条 公安委員会事務室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、公安委員会事務室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(取調べ監督指導室)

第12条の2 警務部総務課に取調べ監督指導室を置く。

2 取調べ監督指導室は、被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関する事務を行

う。

3 取調べ監督指導室に係を置く。

(取調べ監督指導室長)



第12条の3 取調べ監督指導室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、取調べ監督指導室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(人事企画室)

第13条 警務部警務課に人事企画室を置く。

2 人事企画室は、警察の組織及び定員、職員の人事、募集及び試験、勤務制度に関する事務並

びにこれらに関する企画及び調査を行う。

3 人事企画室に係を置く。

(人事企画室長等)

第14条 人事企画室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、人事企画室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

3 人事企画室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、室長を補佐し、人事企画室の事務を処理するとともに、部下職員を指揮監督す

る。

(会計企画指導室)

第14条の2 警務部会計課に会計企画指導室を置く。

2 会計企画指導室は、会計に関する企画、指導教養、契約の管理及び出納並びに遺失物に関す

る事務を行う。

3 会計企画指導室に係を置く。

(会計企画指導室長)

第14条の3 会計企画指導室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、会計企画指導室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(会計監査室)

第14条の4 警務部会計課に会計監査室を置く。

2 会計監査室は、会計の監査に関する事務を行う。

3 会計監査室に係を置く。

(会計監査室長)

第14条の5 会計監査室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、会計監査室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(施設装備室)

第14条の6 警務部会計課に施設装備室を置く。

2 施設装備室は、財産の取得、管理及び処分、警察施設の保全、警察有線通信の統制、警察装

備並びに警察官の服制に関する事務を行う。

3 施設装備室に係を置く。

(施設装備室長)

第14条の7 施設装備室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、施設装備室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(術科・体育指導室)

第14条の8 警務部教養課に術科・体育指導室を置く。

2 術科・体育指導室は、警察術科及び体育の指導及び調整に関する事務を行う。

3 術科・体育指導室に係を置く。



(術科・体育指導室長等)

第14条の9 術科・体育指導室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、術科・体育指導室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

3 術科・体育指導室に副室長を置くことができる。

4 副室長は、室長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(健康管理室)

第14条の10 警務部厚生課に健康管理室を置く。

2 健康管理室は、警察職員の健康管理に関する事務を行う。

3 健康管理室に係を置く。

(健康管理室長)

第14条の11 健康管理室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、健康管理室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(文書情報室)

第14条の12 警務部広報県民課に文書情報室を置く。

2 文書情報室は、情報公開、個人情報保護及び公文書類の管理に関する事務を行う。

3 文書情報室に係を置く。

(文書情報室長)

第14条の13 文書情報室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、文書情報室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(犯罪被害者支援室)

第14条の14 警務部広報県民課に犯罪被害者支援室を置く。

2 犯罪被害者支援室は、被害者支援に関する企画、調査、指導及び総合調整並びに犯罪被害者

等給付金、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成２０

年法律第８０号)第３条第１項に規定する給付金及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法

律（平成２８年法律第７３号）第３条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務を行う。

3 犯罪被害者支援室に係を置く。

(犯罪被害者支援室長)

第14条の15 犯罪被害者支援室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、犯罪被害者支援室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(警察安全相談室)

第14条の16 警務部広報県民課に警察安全相談室を置く。

2 警察安全相談室は、警察安全相談活動の企画、調整、実施及び指導に関する事務を行う。

3 警察安全相談室に係を置く。

(警察安全相談室長)

第14条の17 警察安全相談室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、警察安全相談室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(犯罪抑止対策室)

第15条 生活安全部生活安全企画課に犯罪抑止対策室を置く。

2 犯罪抑止対策室は、犯罪抑止の総合的な対策に関する事務を行う。

3 犯罪抑止対策室に係を置く。



(犯罪抑止対策室長)

第16条 犯罪抑止対策室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、犯罪抑止対策室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(少年保護対策室)

第16条の2 生活安全部生活安全企画課に少年保護対策室を置く。

2 少年保護対策室は、少年の補導、保護・支援活動、福祉犯事件及び少年事件に関する企画、

調整、指導及び捜査に関する事務を行う。

3 少年保護対策室に係を置く。

(少年保護対策室長)

第16条の3 少年保護対策室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、少年保護対策室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(許可等事務担当室)

第17条 生活安全部生活環境課に許可等事務担当室を置く。

2 許可等事務担当室は、所管法令に関する許可、認定その他の行政処分及び取締りに関する事

務を行う。

3 許可等事務担当室に係を置く。

(許可等事務担当室長)

第18条 許可等事務担当室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、許可等事務担当室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(生活環境事犯対策室)

第19条 生活安全部生活環境課に生活環境事犯対策室を置く。

2 生活環境事犯対策室は、生活経済関係事犯、生活環境関係事犯、風俗関係事犯及び他の所掌

に属しない法令違反の取締りに関する事務を行う。

3 生活環境事犯対策室に係を置く。

(生活環境事犯対策室長)

第20条 生活環境事犯対策室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、生活環境事犯対策室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(繁華街特別対策室)

第20条の2 生活安全部生活環境課に繁華街特別対策室を置く。

2 繁華街特別対策室は、繁華街の環境を浄化するための総合的な対策に関する事務を行う。

3 繁華街特別対策室に係を置く。

(繁華街特別対策室長)

第20条の3 繁華街特別対策室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、繁華街特別対策室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(鉄道警察隊)

第21条 生活安全部地域課に鉄道警察隊を置く。

2 鉄道警察隊は、鉄道施設内における公安の維持に関する事務を行う。

3 鉄道警察隊に係及び分駐隊を置く。

(鉄道警察隊長)

第22条 鉄道警察隊に隊長を置く。



2 隊長は、上司の命を受け、鉄道警察隊の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(刑事企画・指導室)

第23条 刑事部刑事企画課に刑事企画・指導室を置く。

2 刑事企画・指導室は、捜査運営の企画、捜査員及び捜査幹部の育成、指導及び教養並びに公

判対応に関する事務を行う。

3 刑事企画・指導室に係を置く。

(刑事企画・指導室長)

第23条の2 刑事企画・指導室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、刑事企画・指導室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(捜査支援室)

第23条の3 刑事部刑事企画課に捜査支援室を置く。

2 捜査支援室は、犯罪捜査の支援及び犯罪統計に関する事務を行う。

3 捜査支援室に係を置く。

(捜査支援室長)

第24条 捜査支援室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、捜査支援室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(窃盗犯対策室)

第25条 刑事部捜査第一課に窃盗犯対策室を置く。

2 窃盗犯対策室は、窃盗犯捜査の企画、指導、調整及び実施に関する事務を行う。

3 窃盗犯対策室に係を置く。

(窃盗犯対策室長)

第26条 窃盗犯対策室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、窃盗犯対策室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(暴力団対策室)

第27条 刑事部組織犯罪対策課に暴力団対策室を置く。

2 暴力団対策室は、暴力団排除活動及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）の運用に関する事務を行う。

3 暴力団対策室に係を置く。

(暴力団対策室長)

第28条 暴力団対策室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、暴力団対策室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(交通事故防止総合対策室)

第28条の2 交通部交通企画課に交通事故防止総合対策室を置く。

2 交通事故防止総合対策室は、交通事故防止の総合的な対策に関する事務を行う。

3 交通事故防止総合対策室に係を置く。

(交通事故防止総合対策室長)

第28条の3 交通事故防止総合対策室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、交通事故防止総合対策室の事務を処理し、部下職員を指揮監督す

る。

(交通反則通告センター)



第29条 交通部交通指導課に交通反則通告センターを置く。

2 交通反則通告センターは、交通反則行為に関する事務を行う。

3 交通反則通告センターに係を置く。

(通告官)

第30条 交通反則通告センターに通告官を置く。

2 通告官は、上司の命を受け、交通反則行為に関する事務を処理し、部下職員を指揮監督す

る。

(交通捜査室)

第30条の2 交通部交通指導課に交通捜査室を置く。

2 交通捜査室は、交通捜査の企画、指導及び調整、交通事故事件の処理及び捜査並びに暴走族

の取締りに関する事務を行う。

3 交通捜査室に係を置く。

(交通捜査室長)

第30条の3 交通捜査室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、交通捜査室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(危機管理室)

第30条の4 警備部警備第二課に危機管理室を置く。

2 危機管理室は、災害その他の緊急事態に対処するための計画及びその実施並びに総合調整に

関する事務を行う。

3 危機管理室に係を置く。

(危機管理室長)

第30条の5 危機管理室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、危機管理室の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(航空隊)

第30条の6 警備部警備第二課に航空隊を置く。

2 航空隊は、警察用航空機を運航し、災害その他の場合における警備実施を行うほか、特別活

動、支援活動等を行う。

3 航空隊に係を置く。

(航空隊長等)

第30条の7 航空隊に隊長を置く。

2 隊長は、上司の命を受け、航空隊の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

3 航空隊に副隊長を置く。

4 副隊長は、隊長を補佐し、航空隊の事務を処理するとともに、部下職員を指揮監督する。

(室長補佐等)

第31条 公安委員会事務室、取調べ監督指導室、人事企画室、会計企画指導室、会計監査室、施

設装備室、術科・体育指導室、健康管理室、文書情報室、犯罪被害者支援室、警察安全相談

室、犯罪抑止対策室、少年保護対策室、許可等事務担当室、生活環境事犯対策室、繁華街特別

対策室、刑事企画・指導室、捜査支援室、窃盗犯対策室、暴力団対策室、交通事故防止総合対

策室、交通捜査室及び危機管理室に室長補佐を、航空隊に隊長補佐を、交通反則通告センター

に通告補佐官を置くことができる。



2 第５条第２項の規定は、前項の室長補佐、隊長補佐及び通告補佐官について準用する。この

場合において、第５条第２項中「各課長等及び次席等」とあるのは「室長及び副室長、隊長及

び副隊長又は通告官」と読み替えるものとする。

(室総括係長等)

第32条 公安委員会事務室、取調べ監督指導室、人事企画室、会計企画指導室、会計監査室、施

設装備室、術科・体育指導室、健康管理室、文書情報室、犯罪被害者支援室、警察安全相談

室、犯罪抑止対策室、少年保護対策室、許可等事務担当室、生活環境事犯対策室、繁華街特別

対策室、鉄道警察隊、刑事企画・指導室、捜査支援室、窃盗犯対策室、暴力団対策室、交通事

故防止総合対策室、交通反則通告センター、交通捜査室及び危機管理室、航空隊(以下「公安

委員会事務室等」という。)の係又は分駐隊に総括係長、係長、主任若しくは係員又は総括分

駐隊長、分駐隊長、分隊長若しくは隊員を置くことができる。

2 第７条第２項から第５項までの規定は前項の総括係長、係長、主任及び係員並びに総括分駐

隊長、分駐隊長、分隊長及び隊員について準用する。

(主幹等)

第33条 公安委員会事務室等に主幹又は参事を置くことができる。

2 第８条第２項の規定は、前項の主幹及び参事について準用する。

第3章 市警察部

(次席)

第34条 熊本市警察部（以下「市警察部」という。）の庶務課に次席を置く。

2 次席は、市警察部の庶務課長を補佐し、市警察部の庶務課の事務を処理するとともに、部下

職員を指揮監督する。

(補佐)

第35条 庶務課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、庶務課長及び次席を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(係)

第36条 庶務課に係を置くことができる。

2 係の名称は、別表第２のとおりとする。

(総括係長等)

第37条 係に総括係長、係長、主任又は係員を置くことができる。

2 第７条第２項から第５項までの規定は、前項の総括係長、係長、主任及び係員について準用

する。

(主幹等)

第38条 庶務課に主幹又は参事を置くことができる。

2 第８条第２項の規定は、前項の主幹及び参事について準用する。

(課付)

第39条 庶務課に課付を置くことができる。

2 課付は、庶務課長に直属し、下命の事務を処理する。

第4章 警察学校

(副校長)

第40条 熊本県警察学校(以下「警察学校」という。)に副校長を置く。



2 副校長は、熊本県警察学校長(以下「警察学校長」という。)を補佐し、警察学校の事務を処

理するとともに、部下職員を指揮監督する。

(師範)

第41条 警察学校に師範を置くことができる。

2 師範は、上司の命を受け、警察術科の研究及び指導に関する事務を処理する。

(校長補佐)

第42条 警察学校に校長補佐を置く。

2 校長補佐は、警察学校長及び副校長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

(係)

第43条 警察学校に係を置くことができる。

2 係の名称は、別表第３のとおりとする。

(教官等)

第44条 警察学校に教官、助教、主幹、総括係長、係長、参事、主任又は係員を置くことができ

る。

2 教官及び助教は、それぞれ上司の命を受け、警察学校の事務を処理する。

3 第７条第２項から第５項の規定は、第１項の総括係長、係長、主任及び係員について準用す

る。

4 第８条第２項の規定は、第１項の主幹及び参事について準用する。

(校付)

第45条 警察学校に校付を置くことができる。

2 校付は、校長に直属し、下命の事務を処理する。

第5章 警察署

(副署長)

第46条 警察署に副署長を置く。

2 副署長は、警察署長(以下「署長」という。)を補佐し、警察署の事務を処理するとともに、

部下職員を指揮監督する。

(総務官等)

第47条 熊本県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の指定する警察署に総務官、刑事官、

地域官、交通官又は地域・交通官を置く。

2 総務官は、警務警察に関する事務について署長及び副署長を補佐し、部下職員を指揮監督す

る。

3 刑事官は、刑事警察及び生活安全警察(事件に関する事務に限る。)に関する事務について署

長及び副署長を補佐し、部下職員を指揮監督する。

4 地域官は、地域警察に関する事務について署長及び副署長を補佐し、部下職員を指揮監督す

る。

5 交通官は、交通警察に関する事務について署長及び副署長を補佐し、部下職員を指揮監督す

る。

6 地域・交通官は、地域警察及び交通警察に関する事務について署長及び副署長を補佐し、部

下職員を指揮監督する。

(課等)



第48条 警察署に課又は係を置くことができる。

2 課及び係の名称は、別表第４のとおりとする。

(課長)

第49条 警察署の課に課長を置くことができる。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(地域指導官)

第49条の2 警察署の地域課に地域指導官を置くことができる。

2 地域指導官は、上司の命を受け、課の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。

(係長等)

第50条 警察署の係に総括係長、係長、主任又は係員を置くことができる。

2 第７条第２項から第５項までの規定は前項の総括係長、係長、主任及び係員について準用す

る。

(主幹等)

第51条 警察署に主幹又は参事を置くことができる。

2 第８条第２項の規定は、前項の主幹及び参事について準用する。

(署付)

第52条 警察署に署付を置くことができる。

2 署付は、署長に直属し、下命の事務を処理する。

(交番等)

第53条 交番、駐在所及び警備派出所に所長を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、交番、駐在所又は警備派出所の事務を処理し、部下職員を指揮監

督する。

(臨時交番等の設置)

第54条 署長は、特に必要があると認めるときは、警察本部長の承認を受けて、臨時に交番、駐

在所又は検問所を設置し、警察官を配置することができる。

(連絡所の設置)

第55条 署長は、駐在所に準ずるものとして、特に必要があると認める地域については、警察本

部長の承認を受けて、連絡所を設置することができる。

第6章 職員

(一般職員)

第56条 熊本県警察職員定数条例(昭和２９年熊本県条例第３３号)第２条第１項に規定する警察

官以外の職員は、一般職員とする。

2 一般職員の職制上の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警察本部 理事官、課長、所長、管理官、首席師範、室長、次席、師範、首席研究主

幹、課長補佐、所長補佐、隊長補佐、室長補佐、通告補佐官、主幹、研究主幹、総括係長、

係長、参事、研究参事、主任、係員及び研究員

(2) 市警察部 課長補佐、主幹、総括係長、係長、参事、主任及び係員

(3) 警察学校 首席師範、師範、校長補佐、主幹、教官、総括係長、係長、参事、主任及び

係員

(4) 警察署 総務官、課長、主幹、総括係長、係長、参事、主任及び係員



第7章 職務代行

(警察本部長の職務代行)

第57条 警察本部長に事故のあるとき又は警察本部長が欠けたときは、国家公安委員会のあらか

じめ指定する部長が警察本部長の職務を行う。

(署長の職務代行)

第58条 署長が不在のときは、副署長(副署長も不在の場合にあっては、上級又は先任の順序に

よる。)が署長の職務を行う。ただし、重要又は異例に属する事項については、その職務を行

うことができない。

(事後報告)

第59条 前２条の規定により職務を代行した者は、事後速やかにその旨を警察本部長又は署長に

報告しなければならない。

附 則

この訓令は、昭和５９年４月１日から施行する。

附 則(昭和６１年３月７日本部訓令甲第１号)

この訓令は、昭和６１年４月１日から施行する。

附 則(昭和６２年３月１０日本部訓令甲第１号)

この訓令は、昭和６２年４月１日から施行する。

附 則(昭和６３年３月１５日本部訓令甲第１号)

この訓令は、昭和６３年４月１日から施行する。

附 則(平成元年３月１４日本部訓令甲第３号)

この訓令は、平成元年３月２３日から施行する。

附 則(平成元年９月２８日本部訓令甲第１６号)

この訓令は、平成元年１０月１日から施行する。

附 則(平成２年３月８日本部訓令甲第２号)

この訓令は、平成２年３月２７日から施行する。

附 則(平成２年８月２１日本部訓令甲第６号)

この訓令は、平成２年８月２８日から施行する。

附 則(平成３年３月１９日本部訓令甲第２号)

この訓令は、平成３年３月２５日から施行する。

附 則(平成３年８月２１日本部訓令甲第５号)

この訓令は、平成３年８月２６日から施行する。

附 則(平成４年２月２４日本部訓令甲第３号)



この訓令は、平成４年３月１日から施行する。

附 則(平成４年３月１８日本部訓令甲第５号)

この訓令は、平成４年３月２４日から施行する。

附 則(平成４年６月１７日本部訓令甲第１２号)

この訓令は、平成４年６月１８日から施行する。

附 則(平成４年８月１９日本部訓令甲第１５号)

この訓令は、平成４年８月２７日から施行する。

附 則(平成５年３月３１日本部訓令甲第５号)

この訓令は、平成５年４月１日から施行する。

附 則(平成５年８月１９日本部訓令甲第１０号)

この訓令は、平成５年８月２７日から施行する。

附 則(平成６年１０月３１日本部訓令甲第４号)

この訓令は、平成６年１１月１日から施行する。

附 則(平成６年１１月２４日本部訓令甲第５号)

この訓令は、平成６年１２月１日から施行する。

附 則(平成７年３月７日本部訓令第４号)抄

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成７年３月１３日から施行する。

附 則(平成７年３月２８日本部訓令甲第５号)

この訓令は、平成７年４月１日から施行する。

附 則(平成８年３月２８日本部訓令甲第１０号)

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。

附 則(平成９年３月２５日本部訓令甲第５号)

この訓令は、平成９年３月２６日から施行する。

附 則(平成１０年３月１６日本部訓令甲第３号)

この訓令は、平成１０年３月２５日から施行する。

附 則(平成１１年３月１日本部訓令甲第１号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成１１年３月１０日から施行する。

附 則(平成１１年３月１０日本部訓令甲第２号)



この訓令は、平成１１年３月１１日から施行する。

附 則(平成１２年３月１３日本部訓令甲第２号)

この訓令は、平成１２年３月２３日から施行する。

附 則(平成１２年８月２３日本部訓令甲第１２号)

この訓令は、平成１２年８月３０日から施行する。

附 則(平成１３年３月１４日本部訓令甲第５号)

この訓令は、平成１３年３月２３日から施行する。

附 則(平成１４年３月１５日本部訓令第２号)

この訓令は、平成１４年３月２５日から施行する。〔以下略〕

附 則(平成１５年３月１４日本部訓令第３号)

この訓令は、平成１５年３月２０日から施行する。

附 則(平成１６年３月１２日本部訓令第５号)

この訓令は、平成１６年３月２２日から施行する。

附 則(平成１６年３月１２日本部訓令第９号)

この訓令は、平成１６年３月３１日から施行する。

附 則(平成１６年８月３１日本部訓令第１５号)

この訓令は、平成１６年９月８日から施行する。

附 則(平成１７年１月１５日本部訓令第２号)

この訓令は、平成１７年１月１５日から施行する。

附 則(平成１７年２月１１日本部訓令第４号)

この訓令は、平成１７年２月１１日から施行する。

附 則(平成１７年３月２４日本部訓令第６号)

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則(平成１７年９月１６日本部訓令第１３号)

この訓令は、平成１７年１０月１日から施行する。

附 則(平成１８年３月２３日本部訓令第４号)

この訓令は、平成１８年３月３１日から施行する。ただし、第１条中別表第４本渡の項の改正

規定中「本渡」を「天草」に改める部分は、平成１８年３月２７日から施行する。

附 則(平成１８年１２月１日本部訓令第２４号)

この訓令は、平成１８年１２月１日から施行する。



附 則(平成１９年３月１４日本部訓令第３号)

この訓令は、平成１９年３月２２日から施行する。

附 則(平成１９年３月１４日本部訓令第５号)

1 この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。

2 この訓令施行の際現に事務吏員、技術吏員又は警察技師の職にある職員は、別に辞令の発せ

られない限り、同一の勤務条件をもって熊本県警察職員に任命され、現に命ぜられている職を

命ぜられたものとする。

附 則(平成１９年６月１日本部訓令第１２号)

この訓令は、平成１９年６月１日から施行する。

附 則(平成２０年３月１８日本部訓令第４号)

この訓令は、平成２０年３月３１日から施行する。

附 則(平成２０年１２月２２日本部訓令第２２号)

この訓令は、平成２０年１２月２２日から施行する。

附 則(平成２１年３月１３日本部訓令第３号)

この訓令は、平成２１年３月２７日から施行する。

附 則(平成２１年７月３日本部訓令第７号)

この訓令は、平成２１年７月３日から施行する。

附 則(平成２２年３月２３日本部訓令第６号)

この訓令は、平成２２年３月３１日から施行する。

附 則(平成23年3月14日本部訓令第5号)

この訓令は、平成２３年３月２２日から施行する。ただし、第１条中別表第２捜査第一課の項

の改正規定（「刑事調査指導係 刑事調査第一係 刑事調査第二係 刑事調査第三係」を「検視

指導係 検視第一係 検視第二係 検視第三係」に改める部分に限る。）及び第２条中別表警察

本部捜査第一課の項の改正規定は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則(平成23年7月13日本部訓令第12号)

この訓令は、平成２３年７月１４日から施行する。

附 則(平成24年3月12日本部訓令第1号)

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則(平成25年3月18日本部訓令第3号)

この訓令は、平成２５年３月２９日から施行する。



附 則(平成25年11月7日本部訓令第11号)

この訓令は、平成２５年１１月１８日から施行する。

附 則(平成26年3月17日本部訓令第3号)

この訓令は、平成２６年３月２８日から施行する。

附 則(平成26年6月5日本部訓令第7号)

この訓令は、平成２６年６月５日から施行する。

附 則(平成27年3月13日本部訓令第1号)

この訓令は、平成２７年３月２４日から施行する。

附 則(平成28年3月11日本部訓令第2号)

この訓令は、平成２８年３月２２日から施行する。

附 則(平成28年10月14日本部訓令第12号)

この訓令は、平成２８年１１月３０日から施行する。

附 則(平成29年3月21日本部訓令第5号)

この訓令は、平成２９年３月３１日から施行する。

附 則(平成29年3月24日本部訓令第6号)

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則(平成29年9月5日本部訓令第15号)

この訓令は、平成２９年１０月１日から施行する。

附 則(平成30年3月19日本部訓令第5号)

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則(平成31年3月15日本部訓令第5号)

この訓令は、平成３１年３月２５日から施行する。

附 則(令和2年3月6日本部訓令第4号)

この訓令は、令和２年３月１８日から施行する。

附 則(令和3年3月19日本部訓令第3号)

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附 則(令和3年8月16日本部訓令第8号)

この訓令は、令和３年９月１日から施行する。

附 則(令和4年3月14日本部訓令第4号)



この訓令は、令和４年３月２８日から施行する。

※ 別表（略）


